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ショートステイ香照苑「重要事項説明書」 

 

 あなた（又は、あなたの家族）が利用しようと考えている併設型短期入所生活介護

サービス（指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護＝「指定短期入

所生活介護等」と言う。）について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内

容を、説明いたします。 わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質

問してください。 

 

１ 事業所の概要 

（１）事業者（経営法人）について 

法人名 社会福祉法人 徳宗福祉会（とくそうふくしかい） 

法人所在地 兵庫県姫路市香寺町須加院３３８番地５０６ 

電話及び FAX 電話 079-264-5567   FAX 079-264-5690 

代表者氏名 理事長 田仲 勝（たなか まさる） 

設立年月日 平成 ６年 ５月 １日 

 

（２）指定短期入所生活介護等事業所（ショートステイ香照苑）の概要 

介護保険事業所番号 姫路市指定 ２８７３４００４５７ 

指定年月日 平成１２年 ４月 １日 

事業所の名称 ショートステイ 香照苑 

事業所の所在地 兵庫県姫路市香寺町須加院３３８番地５０６ 

電話及び FAX 電話 079-264-5567   FAX 079-264-5690 

管理者氏名 丸山 茂毅 （まるやま しげき） 

開設年月日 平成 ６年 ７月 １日 

利用定員 １２名 

建物の構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上３階 

建物の延べ床面積 ３，５２２．４３㎡ 
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（３）事業の目的 

 ご契約者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

により、ご利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにご利用者の

ご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としております。 

 

（４）当事業所の運営方針 

 ご利用者の心身の状況を的確に把握し、相談援助等の生活指導、機能訓練その

他必要なサービスをご契約者やご家族の希望に添って適切に提供いたします。特

に、痴呆の状態にある要介護者及び要支援者に対しては、必要に応じ、その特性

に対応したサービスを提供いたします。 

 

（５）当事業所と併設する施設及び事業所 

施設及び事業所名 サービス種類 介護保険事業所番号 

特別養護老人ホーム 香照苑 指定介護老人福祉施設 2873400200 

デイサービスセンター 香照苑 指定通所介護 2873400416 

居宅介護支援事業所 香照苑 指定居宅介護支援事業 2873400093 

ケアハウス 香照苑 ケアハウス  

 

（６）事業所営業時間等及び事業実施地域 

営業日 年中無休で営業いたします。 

連絡受付時間 
月曜日～日曜日 午前９時００分～午後６時００分 

（祝祭日も連絡受付は可能です） 

実施地域 姫路市（安富町、家島町を除く）、加西市、福崎町、市川町 

 

 

 （７）居室等の概要 

居室・設備の種類 室 数 備  考 

個室（１人部屋） １６室 １３．４４㎡／１室 

２人部屋 １１室 21.76㎡／室  10.88 ㎡／１人当り 

４人部屋 ８室 43.52㎡／室  10.88 ㎡／１人当り 

合  計 ３５室  
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食堂（デイルーム） １室 250.6㎡   1人当り 3.58㎡ 

機能訓練室（3F） １室 32.27㎡ 

浴 室 １室 機械浴・特殊浴槽・一般浴 123.36 ㎡ 

医務室 １室 28.35㎡ 

 

 （８）職員体制（職員の配置については、指定基準を遵守しています。） 

               （介護老人福祉施設に勤務する職員数を含む） 

職  種 常勤換算後人員 備考 指定基準人員 

施 設 長 １名 同施設内の他の事業所と兼務 １名 

介 護 職 員 ２０名以上  ２０名 

生活相談員 １名以上  １名 

看 護 職 員 ３名以上  ３名 

介護支援専門員 １名以上 介護職員と兼務する場合があります。 １名 

管理栄養士 １名以上 同施設内の他の事業所と兼務 １名 

嘱 託 医 １名以上 週に１回来苑し、診療します。 ０．１名 

 

 （９）職員の勤務体制 

職種 勤 務 体 制 

施 設 長 

勤務時間帯＝９：００～１８：００ 

常勤で勤務 

生活相談員 

介護支援専門員 

管理栄養士 

介 護 職 員 

勤務時間帯と配置人員 

早出：６：３０～１５：３０     

    日中：９：００～１８：００     

    遅出：１０：００～１９：００    

    夜間：１７：００～翌朝１０：００  

看 護 職 員 

勤務時間帯 

    早出：８：３０～１７：３０ 

    日中：９：００～１８：００ 

    遅出：９：３０～１８：３０ 
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医 師 
木曜日（第１・３・５）（１４：００～１４：４５） 

但し、医師の都合で変更となることがあります。 

 

 

２ サービスの概要 

（１）介護保険給付サービス 

種  類 内   容 

食事の介助 

栄 養 管 理 

・ 管理栄養士の立てる献立表により、栄養とご利用者の

身体的状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ 自立支援のため離床して食堂で食事をとっていただく

ことを原則としております。 

（食事時間） 朝 食： ８：００～ 

       昼 食：１２：００～ 

       おやつ：１５：００～ 

       夕 食：１８：００～ 

入 浴 

・年間を通じて週２回以上の入浴または清拭を行います。 

・ 寝たきり等で座位のとれない方は、機械浴槽を使用し、

入浴していただきます。 

排 泄 
・ご利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うととも

に、排泄の自立についても適切な援助を行います。 

離床・着替え 

・ 寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮

します。 

・ 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよ

う援助します。 

・ シーツ交換は週１回以上実施します。 

機 能 訓 練 

・ 機能訓練指導員と看護・介護職員により、必要に応じ

て、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送

るのに必要な機能の回復又はその減退を防止する訓

練のお手伝いを行います。 

健 康 管 理 

・ 嘱託医師により、週１回診察日を設けて健康管理につ

とめます。 

・ 緊急等必要な場合には、主治医あるいは協力医療機関

等に責任をもって引き継ぎます。 

相談及び援助 

・ 当施設は、ご利用者及びその家族からの、いかなる相

談にも誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行

うようつとめます。 

（相談窓口）施設課長・生活相談員・介護支援専門員 
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送迎の実施 

・ 当施設では、ご利用にあたり、送迎が必要な場合には、

専用車にて送迎いたします。 

・ 送迎実施地域は、姫路市（安富町・家島町を除く） 

          加西市、福崎町、市川町 

社会生活上の便宜 

・ 当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、

施設での生活を実りあるものとするため、適宜レクリ

エーション行事を企画します。 

 

 

（２）介護保険給付外サービスと料金 

種   類 内   容 

食   費 

・ ご利用者に提供した食事代をいただきます。 

（料金）：別表をご参照ください。 

 

注）所得の低い方の施設利用が困難にならないよう、所

得の段階（利用者負担段階）に応じた自己負担限度

額が決められており、限度額までのお支払いとなり

ます。・・・別紙利用料に詳細に記載 

滞 在 費 

・ 利用時に滞在費として居室料金をいただきます。 

（料金）：別表をご参照ください。 

 

注）所得の低い方の施設利用が困難にならないよう、所

得の段階（利用者負担段階）に応じた自己負担限度額が

決められており、限度額までのお支払いとなります。・・・

別紙利用料に詳細に記載 

理容・美容 

・ 月に４回、理容師の出張による理髪サービスをご利用

いただけます。 

（利用料金）：別表をご参照ください。 

レクリエーション 

クラブ活動 

・ 希望により、レクリエーションやクラブ活動に参加し

ていただけます。 

（利用料金）材料費等の実費をいただきます。 

日常生活品の購入代行 

・ ご利用者及びご家族が自ら購入が困難な場合は、施設

の購入代行サービスをご利用いただけます。 

（利用料金）購入品の実費をいただきます。 

テレビの貸し出し 

・ 当施設利用時には、希望により、テレビの貸し出しサ

ービスをご利用いただけます。 

（利用料金）：別表をご参照ください。 

但し、貸し出し台数に限りがあります。 



 6 

移送サービス 

・ ご家族による利用者の通院・入院の移送が困難な場合

にご利用いただけます。 

（利用料金）燃料費相当額 

 

３ 利用料金（併設型短期入所生活介護） 

（１）負担限度額について 

所得の低い方の利用が困難にならないよう、所得の段階（利用者負担段階）

に応じた自己負担限度額が決められており、限度額までのお支払いとなりま

す。限度額を超えた分は介護保険から給付されます（特定入所者介護サービ

ス費）。特定入所者介護サービス費を利用するためには、市町村に申請して 

「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けることが必要です。 

  

（２）１日あたり基本料金：別表をご参照ください。 

 

（３）社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について 

    市町村が発行する「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」を交付され

ている方は、下記の利用者負担額の一部を施設が負担する制度があります。 

対象となる費用 

 

施設サービス費等の介護保険対象サービス費＋滞在費＋食費 

                    （居室費） 

○ 対象者の要件 

市町村民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たす方のうち、その

方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると

市町村が認めた方。 

・年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を

加算した額以下であること 

    ・預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増すごとに１００万

円加算した額以下であること 

    ・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 

    ・負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

    ・介護保険料を滞納していないこと 

 

（４）利用者負担段階別１日あたりの利用料：別表をご参照ください。 

 

（５）利用料金のお支払い方法 

    介護保険給付対象サービス費及び介護保険給付対象外サービス費は、サービ

ス利用終了時に、ご利用期間分の合計金額を以下のいずれかの方法でお支払

いください。 
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① ・ 窓口での現金支払い 

② 

・ 指定口座への振込み 

           但陽信用金庫 香呂支店 

           普通預金 

           口座番号 ５１２３７４８ 

           口座名義 ショートステイ香照苑 

③ 

・ 金融機関口座からの自動引き落とし 

（ご利用できる金融機関） 

    但陽信用金庫、ゆうちょ銀行、JA兵庫西農協 

 

（６）利用の中止、変更、追加 

    利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの

利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができ

ます。この場合には、サービスの実施日前日までに事業者に申し出てくださ

い。 

 

（７）キャンセル料金 

    利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出を

された場合、キャンセル料として下記の料金をお支払いいただく場合があり

ます。但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、キャンセル料

はいただきません。 

 

     

 

（８）領収書の発行 

    事業者は、ご利用者から利用者負担金の支払いを受けたときは、領収書を発

行します。 

 

 

４ 相談窓口、苦情受付 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当事業所 

相談・苦情窓口 

受付窓口担当者  日野 琢磨（施設課長） 

         西村 明久（生活相談員） 

ご利用時間  毎月曜日～日曜日 

       午前９時 ～ 午後６時 

ご利用方法  電話 ０７９（２６４）５５６７ 

       面接 上記時間帯においでください。 

 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無 料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 食事費相当額 
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（２）次の公的機関において苦情申し出ができます。 

姫路市介護保険課 
所在地 姫路市安田四丁目１番地 

電 話 ０７９（２２１）２９２３ 

兵庫県国民健康保険団体連合会 

所在地 神戸市中央区坂口通２丁目 

           １番１８号 

電 話 ０７８（２４２）４６３３ 

 

５ 緊急時の対応 

 

（１）協力医療機関について 

医療機関の名称 北条田仲病院 

所 在 地 加西市北条町北条３９１－３ 

電 話 番 号 ０７９０（４２）４９５０ 

診 療 科 目 内科、整形外科、泌尿器科、放射線科 

入 院 設 備 有 

  

医療機関の名称 小林眼科 

所 在 地 姫路市香寺町中仁野字蔵ノ町２６２－１ 

電 話 番 号 ０７９（２６５）１５２５ 

診 療 科 目 眼科 

入 院 設 備 無 

 

医療機関の名称 岡田歯科医院 

所 在 地 姫路市神子岡前３－１２－１７ゆめタウン姫路６F 

電 話 番 号 ０７９（２９９）２８１１ 

診 療 科 目 歯科 

入 院 設 備 無 

 

６ 損害賠償について 

  当事業所において、事業者の責任により、ご利用者に生じた損害については、事  

  業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合同様です。 

  ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められた場合に

は、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められた時に限り、事業者

の損害賠償責任を減じる場合があります。 

  次の損害賠償責任保険に加入しております。 
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保険会社  社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会 

保険種類  施設サービス事業者賠償補償制度 

   

７ 虐待の防止について 

  事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、

次に揚げるとおり必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 生活相談員 西村 明久 

（２） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について

従業者に周知徹底を図っています。 

（３） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５） サービス提供中に、当該事業所授業者又は養護者（現に養護している家族・親

族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通知します。 

 

８ 身体的拘束等について 

 事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷行

為等のおそれがある場合など、利用者本人または他者の生命・身体に対して危険が及

ぶことが考えられ、以下の（１）～（３）の要件をすべて満たすときは、利用者に対

して説明し同意を得た上で、必要最低限の範囲内で身体的拘束等を行うことがありま

す。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状態、緊急やむを得ない理由、経過

観察並びに検討内容について記録し、5年間保存します。 

 また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行いま

す。 

（１） 切迫性…直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他者の生命・

身体に危険が及ぶことが考えられる場合。 

（２） 非代替性…身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。 

（３） 一時性…利用者本人または他者の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくな

れば、直ちに身体的拘束等を解く場合。 

 

９ 非常災害対策 

（１） 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関す

る取り組みを行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者） 在宅係長 田中 秀長 
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（２） 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携

体制を整備し、それらを定期的に従業者に通知します。 

（３） 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（年２回） 

（４）（３）の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるように連携に努めま

す。 

 

１０ 衛生管理等 

（１） 短期入所生活介護の用に供する施設、食器その他の整備又は飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理を努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

（２） 必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めま

す。 

（３） 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会を２か月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対して、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的

に実施します。 

 

１１ 業務継続計画の策定等について 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定短期入所生活介護の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を

講じます。 

（２） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

１２ サービス利用にあたっての留意事項 

喫 煙 決められた場所での喫煙をお願いします。 

飲 酒 
施設より提供した場合を除き、個人の持ち込みによる飲酒はご 

遠慮ください。 

迷惑行為等 他のご利用者に迷惑となる行為はご遠慮願います。 

貴重品の管理 
不要な貴重品のお持込はご遠慮願います。 

紛失された場合、責任は負いかねますのでご了承ください。 
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持ち物等の管理 

利用時の着替えや持ち物等については、他の利用者の持ち物と 

判別できるように、必ず氏名を書くか、名札を付ける等お願い 

します。 持ち物に氏名がない場合は紛失の原因になりますの 

で、厳守してください。 

 

１３ サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

 （１）契約の有効期間は、契約締結の日から契約者が要支援または要介護認定の有

効期間満了日までとなっておりますが、契約期間満了の２日前までに契約者

から契約終了の申し入れがない場合には、契約は同条件で更新され、以後も

同様となります。 

    契約期間中は、継続してサービスを利用することができますが、次のような

事項に至った場合には、当事業所との契約者は終了します。 

１ ご契約者が死亡した場合 

２ 要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

３ 
事業者が解散や破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖し

た場合 

４ 
施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可

能になった場合 

５ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

６ ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（以下に詳細） 

７ 事業所から契約解除を申し出た場合（以下に詳細） 

 

（２）ご契約者から解約、契約解除の申し出 

    契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができま

す。 この場合には、契約解除を希望する７日前までに解約届出書をご提出

ください。 

    ただし、以下の場合には、即時に契約を解約、解除することができます。 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

２ ご契約者が入院された場合 

３ ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合 

４ 
事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サ

ービスを実施しない場合 

５ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

６ 

事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体、財産、

信用等を傷つけ又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情

が認められる場合 

７ 
他のご利用者がご契約者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけ

る恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。 
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（３）事業者からの契約解除の申し出 

    以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがありま

す。 

１ 

ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故

意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重

大な事情を生じさせた場合 

２ 
ご契約者がサービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた

催告にもかかわらず支払われない場合 

３ 

ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他

の利用者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこ

となどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

     

（４）契約の終了に伴う援助 

    契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環

境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。 

 

１４ 契約締結からサービス提供までの流れ 

    ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅

サービス計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作

成する「短期入所生活介護計画」に定めます。 

    契約締結からサービス提供までの流れは以下のとおりです。 

   

①当事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）に短期入所生活介護

計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。 

②その担当者は短期入所生活介護計画の原案について、ご契約者

及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。 

③短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画または介護予防サ

ービス計画が変更された場合、もしくはご契約者及びその家族

の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し変更の必

要のある場合には、ご契約者及びその家族と協議し、短期入所

生活介護計画を変更します。 

④短期入所生活介護計画が変更された場合には、ご契約者に対し

て書面を交付し、その内容を確認していただきます。 
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                       令和   年   月   日 

 

    指定短期入所生活介護または指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供の開始に

際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

        社会福祉法人 徳宗福祉会 

        ショートステイ 香照苑 

        説明者職名及び氏名                     

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護

または指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

        契約者兼利用者 

          住所                          

           

          氏名                   

 

        身元引受人 

          住所                          

 

          氏名                   

 

 私は、契約者が事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護又は指定

介護予防短期入所生活介護サービスの提供開始に同意したことを確認しましたので、

私が契約者に代わって署名を代行いたします。 

 

        署名代行者 

          住所                          

 

          氏名                   

 

        立会人 

          住所                          

 

          氏名                   

 


